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長寿福祉課からのお知らせ
おもいでカフェ「茶のみ処わたむき」

　コーヒーやお茶を飲みながら和やかな雰囲
気の中で、認知症について「知る」「話をする」
「聞いてもらう」ことのできるカフェスタイル
の交流場所です。

【と　き】 １月17日(土)�10：00～11：30
【ところ】 つどえば(松尾1507−１)
参加費100円、事前申し込み不要です。

体力測定会

　簡単な体力測定で今の身体の状態をチェック
してみませんか。今回は、タブレットを使用した
脳体力チェックを体験いただき、頭の健康チェッ
クができます。（１人につき20分程度かかります
ので、時間に余裕をもってお越しください）

【と　き】  １月22日(木)�９：30～11：30　
【ところ】 保健センター

町内で事業を営んでいる方へ
償却資産（固定資産税）の申告は 

お済みですか？
　償却資産とは、会社や個人で事業をしている方が、
その事業のために所有している構築物、機械、器具、
備品などの資産をいい、固定資産税の課税対象にな
ります。
　申告の対象となるのは、令和８年１月１日現在で
日野町内に所在する償却資産で、償却資産の所有者
には、法令により必ず申告するよう義務付けられて
います。
　前年に申告された償却資産の所有者の方には、昨
年末に申告書などを送付していますので、２月２日
（月）までに税務課へ申告してください。ｅ

エルタックス

ＬＴＡＸ（電
子申告）もご利用いただけます。詳
しくは地方税ポータルシステムを
ご覧ください。
　なお、申告書がお手元に届いてい
ない場合や、新しく事業を始められ
た方で申告書が必要な場合などは、
下記までご連絡ください。

◆問い合わせ先　長寿福祉課
地域包括支援担当　☎ 0748-52-6001

◆問い合わせ先　税務課
固定資産税担当　☎ 0748-52-6572

地方税
ポータルシステム

　各種証明書等の交付等の手数料について、受益者負担の適正化を図るため、令和８年４月１日から手数料
の一部を改定します。
　対象となる証明書等は以下のとおりで、手数料は１件（１枚）あたり200円を300円へ改定します。みなさまの
ご理解とご協力をお願いします。なお、コンビニ交付による証明書等の手数料は、200円のまま変更ありません。

手数料を改定する証明書等の一覧
証明書等の名称 単位 問い合わせ先

住民票の写し １件

住民課
住民担当

住民票記載事項証明書 １件
住民基本台帳の閲覧 １件
戸籍の附票の写し １件
住民票除票の写し・除票に記載した事項に関する証明書 １件
戸籍の附票の除票の写し １件
印鑑登録証の交付 １件
印鑑登録証明書 １件
諸証明（身分証明書、独身証明書、年金等現況届、不在籍（不在住）証明書等） １件
町民税・県民税所得証明書 １件

税務課
住民税担当

町民税・県民税(所得)課税証明書 １件
町民税・県民税(所得)非課税証明書 １件
法人町民税課税台帳記載証明書 １件
狩猟税の軽減税率適用者証明書 １件
家屋不存在証明書 １件

税務課
固定資産税担当

土地・家屋名寄帳（交付の場合のみ） １件
固定資産税評価額通知書 １件
地番図（交付の場合のみ） １枚
字限図（交付の場合のみ） １枚
集落全図等（交付の場合のみ） １枚
固定資産評価証明書 １件
固定資産公課証明書 １件
納税証明書 １件 税務課

収納担当完納証明書 １件
児童手当支給証明書 １件 子ども支援課

子ども支援担当保育料納入証明書 １件
道路幅員証明書 １件 建設計画課

道路河川担当道路台帳の写し（原本証明書） １件
官民境界確定済証明書 １件
農業振興地域区域内証明書 １件 農林課

農政担当農地台帳記録事項要約書 １件
認可地縁団体の告示事項証明書 １件 総務課

総務担当認可地縁団体の印鑑登録証明書 １枚

その他諸証明手数料 １件 総務課
財政担当

※�郵送による請求の場合、令和８年３月31日までに町に到着した分については、改定前の手数料となります。�
令和８年４月１日以降に町に到着した場合は、改定後の手数料となります。

◆問い合わせ先　
　住民課　住民担当 ☎0748-52-6571 税務課　住民税担当・収納担当 ☎0748-52-6570
　税務課　固定資産税担当 ☎0748-52-6572 子ども支援課　子ども支援担当 ☎0748-52-6583
　建設計画課　道路河川担当 ☎0748-52-6561 農林課　農政担当 ☎0748-52-6563
　総務課　総務担当・財政担当 ☎0748-52-6500

証明書等の交付手数料改定のお知らせ証明書等の交付手数料改定のお知らせ
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長寿福祉課からのお知らせ
おもいでカフェ「茶のみ処わたむき」

　コーヒーやお茶を飲みながら和やかな雰囲
気の中で、認知症について「知る」「話をする」
「聞いてもらう」ことのできるカフェスタイル
の交流場所です。

【と　き】 １月17日(土)�10：00～11：30
【ところ】 つどえば(松尾1507−１)
参加費100円、事前申し込み不要です。

体力測定会

　簡単な体力測定で今の身体の状態をチェック
してみませんか。今回は、タブレットを使用した
脳体力チェックを体験いただき、頭の健康チェッ
クができます。（１人につき20分程度かかります
ので、時間に余裕をもってお越しください）
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その事業のために所有している構築物、機械、器具、
備品などの資産をいい、固定資産税の課税対象にな
ります。
　申告の対象となるのは、令和８年１月１日現在で
日野町内に所在する償却資産で、償却資産の所有者
には、法令により必ず申告するよう義務付けられて
います。
　前年に申告された償却資産の所有者の方には、昨
年末に申告書などを送付していますので、２月２日
（月）までに税務課へ申告してください。ｅ
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ない場合や、新しく事業を始められ
た方で申告書が必要な場合などは、
下記までご連絡ください。

◆問い合わせ先　長寿福祉課
地域包括支援担当　☎ 0748-52-6001

◆問い合わせ先　税務課
固定資産税担当　☎ 0748-52-6572

地方税
ポータルシステム

　各種証明書等の交付等の手数料について、受益者負担の適正化を図るため、令和８年４月１日から手数料
の一部を改定します。
　対象となる証明書等は以下のとおりで、手数料は１件（１枚）あたり200円を300円へ改定します。みなさまの
ご理解とご協力をお願いします。なお、コンビニ交付による証明書等の手数料は、200円のまま変更ありません。
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固定資産税評価額通知書 １件
地番図（交付の場合のみ） １枚
字限図（交付の場合のみ） １枚
集落全図等（交付の場合のみ） １枚
固定資産評価証明書 １件
固定資産公課証明書 １件
納税証明書 １件 税務課

収納担当完納証明書 １件
児童手当支給証明書 １件 子ども支援課

子ども支援担当保育料納入証明書 １件
道路幅員証明書 １件 建設計画課

道路河川担当道路台帳の写し（原本証明書） １件
官民境界確定済証明書 １件
農業振興地域区域内証明書 １件 農林課

農政担当農地台帳記録事項要約書 １件
認可地縁団体の告示事項証明書 １件 総務課

総務担当認可地縁団体の印鑑登録証明書 １枚

その他諸証明手数料 １件 総務課
財政担当

※�郵送による請求の場合、令和８年３月31日までに町に到着した分については、改定前の手数料となります。�
令和８年４月１日以降に町に到着した場合は、改定後の手数料となります。

◆問い合わせ先　
　住民課　住民担当 ☎0748-52-6571 税務課　住民税担当・収納担当 ☎0748-52-6570
　税務課　固定資産税担当 ☎0748-52-6572 子ども支援課　子ども支援担当 ☎0748-52-6583
　建設計画課　道路河川担当 ☎0748-52-6561 農林課　農政担当 ☎0748-52-6563
　総務課　総務担当・財政担当 ☎0748-52-6500

証明書等の交付手数料改定のお知らせ証明書等の交付手数料改定のお知らせ
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